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|「 21時間1後に1電1話が使|え|なくなる|■番を1押|す|ように」と
||1動‐書1議|あ1竜1話かか|がら|き|き|だ1情t‐て

'1幸

|を1押|すと|
|オペレニタ下につながり個人情毒を間き1串‐●|れて,き0た:
|・ |             ‐       ‐ ‐■    | ‐||‐ |||(相談者:フ 0歳代勢|り
実在の省庁や電話会社、豊察をかたり、個人情報を間き

だそうとする不審な電話が増えています。矢□らない番号から

の電話には、個人情報を絶対に伝えなしヽようにしましょう。

Иゝ トラブル防止のポイント
□ 自動音声が流れた場合は、最後まで間かずに
すぐに電話を切る ! t′

日個人情報を伝えてしまうと、その後に不審な
電話がかかって<る場合があるので注意 !

日常に留守番電話設定にしておくのも効果的 !

詐欺や犯罪の疑いがあるときは
警察相談専用電話《♯9110)へご相談ください !


